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住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
法
人
の
指
定
の
方
針 

 

（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号
） 

最
終
改
正　

令
和
六
年
三
月
十
五
日　

国
土
交
通
省
告
示
第
百
七
十
七
号

　

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条　

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

　

一　

検
査
機
関　

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
申
請
す
る
者
（
以
下
「
指
定
申
請
者
」
と
い

う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
指
定
申
請
者
が
締
結
す
る
保
険
契
約
に
係
る
住
宅
の
検
査
を
行
う
者
を
い
う
。 

　

二　

現
場
検
査　

保
険
契
約
に
係
る
住
宅
の
検
査
を
行
う
こ
と
を
い
う
。 

　

三　

現
場
検
査
員　

指
定
申
請
者
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
検
査
機
関
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
て
、
現
場

検
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。 

　

四　

技
術
管
理
員　

指
定
申
請
者
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
て
、
現
場
検
査
の
方
法
の
決
定
、
現
場
検
査
員
の

配
置
及
び
教
育
、
損
害
額
の
算
定
そ
の
他
保
険
等
の
業
務
の
実
施
の
た
め
必
要
な
技
術
上
の
管
理
を
行
う
者
を
い

う
。 
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五　

制
限
業
種　

業
と
し
て
、
住
宅
を
設
計
し
若
し
く
は
販
売
し
、
住
宅
の
販
売
を
代
理
し
若
し
く
は
媒
介
し
、
新

　
　

築
住
宅
の
建
設
工
事
を
請
け
負
い
、
又
は
建
築
材
料
（
住
宅
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
製
造
及
び
供
給
し
て

　
　

い
る
場
合
の
当
該
業
種
を
い
う
。 

（
保
険
等
の
業
務
に
係
る
収
支
の
見
込
み
に
関
す
る
基
準
） 

第
二
条　

指
定
申
請
者
の
保
険
等
の
業
務
に
係
る
収
支
の
見
込
み
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

一　

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
の
日
（
以
下
「
指
定
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
事
業

年
度
の
翌
事
業
年
度
か
ら
起
算
し
て
五
事
業
年
度
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
剰
余
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
十
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、

同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
（
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
保
険
契
約
に
係
る
住
宅
の
建
設
工
事
の
請
負
人
又

は
住
宅
の
売
主
の
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
保
険
法
人
の
損
害
を
て
ん
補
す
る
再
保
険
契
約
の
引

受
け
に
限
る
。
）
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

二　

債
務
超
過
等
財
務
指
標
の
悪
化
の
傾
向
が
無
い
こ
と
。 

　

三　

保
険
等
の
業
務
に
係
る
収
支
の
見
込
み
の
根
拠
と
な
る
事
業
の
計
画
及
び
規
模
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

　

（
現
場
検
査
員
、
技
術
管
理
員
等
の
確
保
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
） 

第
三
条　

指
定
申
請
者
（
法
第
十
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
な
い
も
の
を
除
く
。
次
項
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
現
場
検
査
員
と
し
て
、
指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
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お
い
て
締
結
し
よ
う
と
す
る
法
第
十
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
（
新
築
住
宅
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係

る
住
宅
に
つ
い
て
、
次
の
表

欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
区
分
ご
と
に
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
の
同
表

欄
に
掲
げ
る

（い）

（ろ）

（は）

者
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
現
場
検
査
員
が
検
査
機
関
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
現

場
検
査
員
は
二
人
を
も
っ
て
一
人
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

欄

欄

欄

（い）

（ろ）

（は）

 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又

建
築
士
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一

(一)

 

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第

は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
れ

級
建
築
士
（
以
下
単
に
「
一
級
建
築
士
」

 

三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら

ぞ
れ
締
結
し
よ
う
と
す
る
保
険
契
約

と
い
う
。
）
又
は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

 

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
建

に
係
る
住
宅
の
棟
数
の
う
ち
、
い
ず

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条

築
物
で
あ
る
住
宅 

れ

か

多

い

棟

数

を

六

十

で

除

し

た

の
五
十
八
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
二
項

数
。
た
だ
し
、
除
し
て
得
た
数
が
十

の
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録

八
を
下
回
る
場
合
は
十
八
と
す
る
。

簿
へ
の
登
録
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る

者
（
以
下
「
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資

格
者
」
と
い
う
。
）
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建
築
士
法
第
三
条
の
二
第

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又

の
項
の

欄
に
掲
げ
る
者
、
建
築
士
法

(二)

（一）

（は）

一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築

は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
れ

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士

物
で
あ
る
住
宅
（

の
項

ぞ
れ
締
結
し
よ
う
と
す
る
保
険
契
約

（
以
下
単
に
「
二
級
建
築
士
」
と
い
う
。

（一）

の

欄
に
掲
げ
る
住
宅
を

に
係
る
住
宅
の
棟
数
の
う
ち
、
い
ず

）
又
は
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十

（い）
除
く
。
）

れ
か
多
い
棟
数
を
二
百
四
十
五
で
除

八
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
二
項
の
二
級

し
た
数
。
た
だ
し
、
除
し
て
得
た
数

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿
へ
の

が
四
十
五
を
下
回
る
場
合
は
四
十
五

登
録
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
以

と
す
る
。

下
「
二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
」

と
い
う
。
）

の
項
の

欄
及
び

の

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又

の
項
の

欄
に
掲
げ
る
者
又
は
建
築
士

(三)

（一）

（い）

（二）

（二）

（は）

項
の

欄
に
掲
げ
る
住
宅

は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
れ

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
木
造
建
築

（い）

以
外
の
住
宅 

ぞ
れ
締
結
し
よ
う
と
す
る
保
険
契
約

士

（

以

下

単

に

「

木

造

建

築

士

」

と

い

に
係
る
住
宅
の
棟
数
の
う
ち
、
い
ず

う
。
）

れ

か

多

い

棟

数

を

四

百

で

除

し

た
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数
。
た
だ
し
、
除
し
て
得
た
数
が
七

十
七
を
下
回
る
場
合
は
七
十
七
と
す

る
。

備
考　

一
の
項
の

欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
当
該
一
の
項
の

欄
に
掲
げ
る
数
と
し
て
算
入
さ
れ
た
も
の
は
、

（は）

（ろ）

他
の
項
の

欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
当
該
他
の
項
の

欄
に
掲
げ
る
数
と
し
て
算
入
さ
れ
た
も
の
と
重
複
し

（は）

（ろ）

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

現
場
検
査
員
は
、
保
険
等
の
業
務
を
行
う
区
域
に
応
じ
、
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

　

る
。 

３　

指
定
申
請
者
は
、
技
術
管
理
員
と
し
て
、
指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
末
に
お
い
て
締
結
し

て
い
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
保
険
契
約
に
係
る
住
宅
の
戸
数
に
百
万
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
数
に
十
を
加
え
た
数
の

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士
又
は
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て

い
る
者
（
一
級
建
築
士
又
は
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
を
四
人
以
上
含
む
も
の
と
す
る
。
）
を
確
保
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
技
術
管
理
員
と

し
て
、
一
人
以
上
の
一
級
建
築
士
又
は
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 
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４　

指
定
申
請
者
は
、
技
術
管
理
員
の
委
託
を
し
、
又
は
現
場
検
査
員
と
重
複
す
る
技
術
管
理
員
の
配
置
を
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

５　

指
定
申
請
者
は
、
現
場
検
査
員
及
び
技
術
管
理
員
の
ほ
か
、
保
険
等
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
確
保
及
び
配
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
住
宅
の
検
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
基
準
） 

第
四
条　

指
定
申
請
者
が
作
成
す
る
住
宅
の
検
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と

　

す
る
。 

　

一　

保
険
契
約
に
係
る
新
築
住
宅
に
つ
い
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
原
則
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
当
該
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
時
期
に
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
及
び
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に
関
す

る
検
査
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
第
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
七
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
工
程
（
以
下
単
に
「
特
定
工
程
」
と
い
う
。
）
に

係
る
検
査
（
床
の
躯
体
工
事
の
完
了
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
躯
体
工

事
の
完
了
時
に
行
う
検
査
は
、
直
近
の
特
定
工
程
に
係
る
検
査
と
同
じ
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　

イ　

階
数
が
三
以
下
（
地
階
を
含
む
。
）
の
建
築
物
で
あ
る
住
宅　

基
礎
配
筋
工
事
の
完
了
時
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
基
礎
に
あ
っ
て
は
そ
の
設
置
時
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
躯
体
工
事
の
完
了
時
又
は
下
地
張

り
の
直
前
の
工
事
の
完
了
時 
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ロ　

階
数
が
四
以
上
（
地
階
を
含
む
。
）
の
建
築
物
で
あ
る
住
宅　

基
礎
配
筋
工
事
の
完
了
時
、
最
下
階
か
ら
数

　
　
　

え
て
二
階
及
び
三
に
七
の
自
然
数
倍
を
加
え
た
階
の
床
の
躯
体
工
事
の
完
了
時
及
び
屋
根
工
事
の
完
了
時
又
は

　
　
　

下
地
張
り
の
直
前
の
工
事
の
完
了
時 

 
 

二　

前
号
の
検
査
（
二
級
建
築
士
及
び
二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
が
行
う
検
査
に
あ
っ
て
は
二
級
建
築
士
の

免
許
に
よ
り
設
計
又
は
工
事
監
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
住
宅
に
係
る
検
査
に
、
木
造
建
築
士
が
行
う
検
査
に
あ

っ
て
は
当
該
建
築
士
の
免
許
に
よ
り
設
計
又
は
工
事
監
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
住
宅
に
係
る
検
査
に
限
る
。
）

を
現
場
検
査
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

　

三　

現
場
検
査
員
は
、
自
ら
が
設
計
、
施
工
、
工
事
監
理
そ
の
他
の
制
限
業
種
に
係
る
業
務
を
行
う
住
宅
及
び
自
ら

が
所
属
す
る
法
人
（
過
去
二
年
間
に
所
属
し
た
法
人
を
含
む
。
）
が
設
計
、
施
工
、
工
事
監
理
そ
の
他
の
制
限
業

種
に
係
る
業
務
を
行
う
住
宅
の
検
査
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

　

四　

前
三
号
の
方
法
以
外
の
方
法
で
検
査
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
方
法
を
業
務
規
程
に
定
め
て
い
る
こ
と
。 

２　

指
定
申
請
者
が
、
法
第
十
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
の
住
宅
の
検
査
を

　

検
査
機
関
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
正
か
つ
適
正
な
検
査
の
実
施
体
制
を
確
保
し
、
保
険
等
の
業
務
の
的

　

確
な
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
） 

第
五
条　

指
定
申
請
者
の
組
織
及
び
運
営
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。 
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一　

保
険
等
の
業
務
を
他
の
業
務
と
独
立
し
た
部
署
で
行
い
、
担
当
役
員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。 

　

二　

保
険
等
の
業
務
に
関
し
、
経
営
管
理
、
保
険
募
集
管
理
、
保
険
金
等
支
払
管
理
、
現
場
検
査
、
財
務
の
健
全
性

確
保
、
リ
ス
ク
管
理
（
商
品
開
発
、
再
保
険
、
保
険
引
受
等
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
、
顧
客
管
理
（
顧
客
情
報

管
理
を
含
む
。
）
、
法
令
等
遵
守
、
苦
情
及
び
ト
ラ
ブ
ル
の
処
理
、
内
部
監
査
な
ど
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た

め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

　

（
役
員
又
は
構
成
員
の
構
成
に
関
す
る
基
準
） 

第
六
条　

指
定
申
請
者
の
役
員
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

　

一　

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者 

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
し
な
い
者 

２　

指
定
申
請
者
の
役
員
に
占
め
る
制
限
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
制
限
業

種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
し
た
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
は
、
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。 

３　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
保
有
す
る
指
定
申
請
者
の
議
決
権
の
数
は
、
当
該
指
定
申
請
者
の
議
決
権
の
総

数
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

　

一　

制
限
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者 

　

二　

制
限
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
法
人
に
所
属
す
る
者
（
過
去
二
年
間
に
当
該
法
人
に
所
属
し
て
い
た
者
を
含
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む
。
） 

　

三　

制
限
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
法
人 

４　

指
定
申
請
者
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
は
、
制
限
業
種
に
従
事
す
る
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
制
限
業
種

の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
保
険
等
の
業
務
以
外
の
業
務
に
関
す
る
基
準
） 

第
七
条　

指
定
申
請
者
が
現
に
保
険
等
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
業
務
は
次
に
掲
げ
る
基
準

　

に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

一　

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
（
現
に
保
険
契
約
の
引
受
け
又
は

保
証
の
提
供
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
保
険
契
約
又
は
保
証
の
残
期
間
が
三
年
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
残
期
間
）

が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
剰
余
が
見
込
ま
れ
る
な
ど
、
当
該
業
務
が
適
正
で
あ
る
こ
と
。 

　

二　

当
該
業
務
が
、
住
宅
に
関
す
る
検
査
、
評
価
、
保
証
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

　
　

イ　

制
限
業
種
に
属
す
る
事
業
で
な
い
こ
と
。 

　
　

ロ　

財
務
の
健
全
性
を
損
な
う
危
険
性
が
な
い
こ
と
。　

 

　
　

ハ　

公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

　
　
　

附　

則 
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（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
一
項
の
表

の
項
か
ら

（一）

の
項
ま
で
の

欄
に
掲
げ
る
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表

の
項
か
ら

の
項
ま
で
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。 

（三）

（ろ）

（一）

（三）

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
締
結
し
よ
う
と
す
る
保
険

(一)

契
約
に
係
る
住
宅
の
棟
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
多
い
棟
数
を
六
十
で
除
し
た
数
。
た
だ
し
、
除
し
て
得
た

数
が
九
を
下
回
る
場
合
は
九
と
す
る
。　

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
締
結
し
よ
う
と
す
る
保
険

(二)

契
約
に
係
る
住
宅
の
棟
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
多
い
棟
数
を
二
百
四
十
五
で
除
し
た
数
。
た
だ
し
、
除
し

て
得
た
数
が
二
十
三
を
下
回
る
場
合
は
二
十
三
と
す
る
。　

指
定
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
そ
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
締
結
し
よ
う
と
す
る
保
険

(三)

契
約
に
係
る
住
宅
の
棟
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
多
い
棟
数
を
四
百
で
除
し
た
数
。
た
だ
し
、
除
し
て
得
た
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数
が
三
十
九
を
下
回
る
場
合
は
三
十
九
と
す
る
。

２　

指
定
申
請
者
が
前
項
の
規
定
を
適
用
し
て
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
数
の
現
場

検
査
員
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

附　

則
（
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
六
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

附　

則
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
十
五
号
）

 
 
 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

附　

則
（
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
七
十
七
号
）

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


